
中小企業等の対象範囲について 

 

沼津市奨学金返還支援事業補助金の支援条件である市内中小企業等の対象範囲

は、以下のとおりとなります。 

 

【対象】以下の(1)と(2)を満たす企業 

（1） 沼津市内に本社又は本店を有する事業者 

（2） 以下のいずれかに該当する事業者のうち、中小企業者と同程度従業員規

模であること。 

（ア）中小企業又は小規模企業 

※中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企

業者又は同条第５項に規定する小規模企業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）社会福祉法人 

（ウ）医療福祉法人 

（エ）学校法人 

（オ）その他市長が認める法人 
 
 

【対象外】 

（１）国又は地方公共団体が出資している事業者 

（２）系列内の大企業（中小企業以外の企業）が２分の１以上を出資し、又は 

役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されていると市長が認

める事業者 

 

※対象外の団体の例 

・特定非営利活動法人 ・農業協同組合（JA） ・公共的団体（公務員等） 

 

※中小企業の定義について 

   中小企業ホームページ FAQ「中小企業の定義について」 

 https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm 


